
安平町街中拠点施設活用事業支援助成金

地域特産品開発事業 道の駅新規商品開発事業

令和７年度

・にゃんこ焼きの商品開発
・オリジナルノンアルコールビールの商品開発
・オリジナル七味唐辛子の商品開発
・菜の花はちみつフロマージュプリンの商品開発
・ハンガリー発祥「ポガーチャ」の商品開発
・ワインの搾りかす漬けブルーチーズの商品開発

過去３年間
採択なし

令和６年度

・オリジナルクラフトビールの商品開発
・町内産蜂蜜を使用した焼き菓子の商品開発
・規格外さつまいもを使用した干し芋の商品開発
・SL運行50周年に係るオリジナルグッズの商品開発
・ジンギスカンのテイクアウト商品開発
・焼き芋アイスの商品開発

令和５年度

・自家製うどんの商品開発
・オリジナルクラフトビールの商品開発
・アロマ石鹸の商品開発
・菜の花ちゃんぽんの商品開発
・日常使いできるグッズ（トランプなど）の商品開発
・有機野菜を使用したぎょうざ、おかきの商品開発
・高麗人参菊芋茶の商品開発
・カッサータケーキの商品開発
・ゴーダチーズの商品開発

【過去の開発実績】

助成対象事業
　「安平町まち・あいステーション ラピア」「追分ふれあいセンターい・ぶ・き」「ENTRANCE」な
どの街中拠点施設を利用し、自らが企画実施する催しのうち、コミュニティ活性化や街中に人々を
集める催しや賑わい創出を促す事業で、事業費の１／２以上の額を町内の店舗で利用するものであ
ること。そして不特定多数の人々を集める事業として事前に行事開催の周知を行うことが必要とな
ります。
対象者
　町内に事業所などを有する法人または団体、法人格のない団体にあってはその代表者。
　　※「安平町まち・あいステーション ラピア」を利用する場合は事前に団体登録が必要となります。
　　※商工会およびその関係組織は対象外です。
助成対象経費
　・消耗品費（事務用品など）　　　　　　　　　　・食材費（食に係る催しものの食材購入など）
　・燃料費（ガス、灯油、ガソリンなど）　　　　　・印刷製本費（チラシ作成の用紙代など）
　・通信運搬費（チラシの新聞折り込み経費など）　・その他事業に必要となる経費
　　※構成員の飲食経費は対象外経費です。
助成金額
　助成金の上限は３万円、下限は１万円となります（定額補助）。
　　例：事業費（対象経費）が10万円の場合、助成金は上限額の３万円以内となります。
　　　　事業費（対象経費）が２万円の場合、助成金は２万円以内となります。
申込先・問合せ　商工観光課商工観光労働グループ　☎ ㉙ 7083
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